
ストリートスポーツとの共存について　

・・・禁止行為看板掲出箇所
＜ストリートスポーツとの共存方針＞
公園利用における禁止行為（汚損・破損行為）をしないマナーの良い利用
者とは共存を模索していく一方で、禁止行為をするマナーの悪い利用者
は淘汰していく。

＜ストリートスポーツ等利用マナー調査＞

■調査概要
　禁止行為看板を掲出した以降の2/6（月）～2/20（月）の出現頻
度の高い12:00～22:00までの10時間を対象に調査
　
　マナー利用の良悪判定は、通常の園路平場部分で滑走している
のみであれば良判定、現在掲出している禁止行為及びその他公園
管理上支障と思われる行為をした場合に悪判定。

　
　
＜ストリートスポーツ等利用マナー割合　（結果）＞

★対象期間利用者（延べ人数）・・・・４５人

★マナー良利用者・・・・８人（18%）

★マナー悪利用者・・・・３７人（８２％）

＜禁止行為看板掲出状況＞
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